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利用日・休園日・臨時休園について

 

【利用日と時間】 

 １）利用日は月曜日から金曜日までの週５日間とします。 

 ２）通園ホームの利用時間は通常午前１０時から午後３時までとします。 

 

【休園日】 

 休園日は土曜日、日曜日、祝祭日のほか、滝川市立病院の休診日にあわせて年末年始期 

間を休みとします。 

 

 

【臨時休園】                                                         

  次のようなときは、臨時休園とし、適時、各家庭に連絡します。                 

    １）気象台による警報（大雨、大雪、暴風雪など）が出されている時、または天候の 

況により通園が困難と判断された場合。※暴風雨、暴風雪、低気温など   

２）インフルエンザなどの流行に対して、感染予防策を取らなければならない時。 

３）施設の管理運営上、利用が困難な場合。 

※災害や建物の修繕や送迎車輌の点改修など                                    
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通園方法について

通園は次の方法で利用して頂きます。 

 

 １）送迎サービスは玄関から玄関までとしております。 

    ただし、道路事情により乗車場所を限定させていただく場合があります。 

 ２）利用者はたんぽぽの家の送迎バスを利用できます。 

ただし、諸事情により送迎方法の相談をさせていただく場合があります。 

 ３）送迎バスの乗車時間は１時間３０分を目安としています。 

 ４）日常車椅子を利用されている方は、可能な限り車椅子のままで乗車できるよう配 

   慮いたします。 ただし、利用者の乗車状況によって、障害の程度を考慮し、座席 

   利用となることもあります。 

 ５）バス運行表に基づき送迎します。送迎先の変更は原則お受け致しません。 

  ※バス送迎予定表を各家庭に配布致しますので時間の確認をお願い致します。 

 

  ※万一交通事故が発生した時は、ただちに救急処置の手配をいたします。    

   また、その費用については自動車事故賠償責任保険および自動車保険で対応いたし   

ます。 
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健康管理 

 通園ホームでは、希望者に対して次のサービスを行っています。 

 

 １）定期的に北海道療育園医師が、利用者の健康管理に関する医療相談、助言、指導を   

行います。 

 ２）たんぽぽの家は滝川市立病院と提携していますので、健康管理に関しては、次の通   

り連携を図ります。 

 

①登園後、健康チェックを行います。 

②利用時間中に体調不良となった場合や緊急の際には滝川市立病院にお願いしま   

す。 

        その場合、お迎えに来て頂くか病院に来て頂きます。 

    通園利用中は必ず連絡が取れるようにして下さい。 

        ※滝川市立病院利用時は健康保険証が必要となりますので、 

毎月初めに健康保険証などの確認をさせていただきます。 

※ ただし、通園利用時間以外には対応できませんので、かかりつけの医師 

（主治医）の診察を受けて下さい。 

          

 ３）通園利用時の健康管理に関して、次のことに留意ください。 

     ①通園される日は、必ず朝の体温を測り、連絡ノートに記入して下さい。 

   ②風邪などの感染が疑われる場合や発熱、けいれん発作が起こるなど、明らかに 

    体調が悪いときは休ませてください。 
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入  浴 

 

 希望により、入浴サービスを受けることができます。 

 ただし、次のような時は入浴を中止いたします。 

  １）体調が悪い時 

  ２）登園が著しく遅れ入浴が実施困難となった時 

  ３）保護者のご判断で入浴させたくない時。そのような場合は連絡ノートにその旨 

    をお書きください。 

 

保護者の方へのお願い 

  

【職員の勤務時間と業務】 

  たんぽぽの家の職員は、午前８時３０分から午後５時までの勤務となっており、 

この間は利用者の通園に関する相談や連絡などにお応えします。 

 

【通園に必要なもの】 

 １）通園バックに名前を書き、衣類の替え一式、オムツ必要数、汚れ物を入れるビニ 

   ール袋必要数入れてください。 

 ２）連絡ノートに必要事項を記入し、必ず持参してください。 

 ３）通園時間内に服用を必要とする薬にはお名前を書いて持参してください。 

 

【私物の取り扱い】 

  私物は、原則としてお預かりいたしません。 

    ただし、特殊なもので、そのお子さんにとって特別に必要なものは、個別にご相談さ 

せていただきます。 

 

【休む時の連絡方法】 

 １）あらかじめ休む日がわかっている時は、早めにお知らせください。 

 ２）通園利用日の当日になって休む時は、午前８時３０分から９時までに連絡下さい。 

     なお、午前９時を過ぎてしまうと食事の利用料を頂くことになります。 

 

 

 

 

 

 

 

連絡帳
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費用の納入について 

１）通園事業の費用は、利用実績に応じて、次のとおり利用者に負担していただきます 

                               昼食サービス料（１食）  ５００円 

                  入浴サービス料（１回）  ３００円 

                        ※送迎サービス致します（負担なし） 

 

２）費用の納入方法は次のとおりです。 

    たんぽぽの家から利用実績に応じて、1 ヶ月ごとにお送りする請求書により徴収 

     いたします。 

    ①たんぽぽの家へ直接お持ちいただく方法  

    ②銀行口座へ振り込んでいただく方法 

    

                      

    なお、送迎の際にたんぽぽの家の職員は現金や物品等をお預かりいたしません。 

 

 

 

 

  お問い合せ 

 

  〒079-0463                            〒071-8144                      

   滝川市江部乙町東１３丁目１－５        旭川市春光台４条１０丁目          

  滝川通園事業所 たんぽぽの家           重症心身障害児(者)施設 北海道療育園 

       TEL 0125-26-4555                     TEL  0166-51-6524    

        FAX  0125-26-4556                    FAX   0166-51-6871    

                                                      

 

 

 


